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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　魚鉤竿であって、
（ａ）細長いシャフトと、
（ｂ）前記シャフトの一端に回動可能に取り付けられた尖った魚用フックであって、その
フックは２つの配置を有し、第１の配置は、目的物を引き上げるためにフックが開いてい
る状態であり、第２の配置は、安全のためにフックの先端をブロックするようにフックが
シャフトに折り畳まれる状態であり、
（ｃ）両方の配置状態で、前記フックを解除可能にロックする機構と、
（ｄ）どちらの配置からでも前記フックを解除するためのボタンと、
（ｅ）前記フックが前記第２の配置にあるとき、前記フックの先端が接触して配設される
弾力的なパッドと、を備え、
　前記シャフトは、その他端に設けられた第１のグリップと、前記第１のグリップと前記
フックとの間に介在する第２のグリップと、前記第２のグリップと前記フックとを繋ぐ前
方部分と、を有し、
　前記ボタンは、前記第２のグリップの他端側と直接隣り合うように配置され、
　前記パッドは、前記前方部分に設けられていることを特徴とする魚鉤竿。
【請求項２】
　前記魚鉤竿は、前記開いた配置に向かって前記フックを推進するための付勢手段を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の魚鉤竿。
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【請求項３】
　前記魚鉤竿は、２つのシャフトグリップを備え、第１のグリップは、前記シャフトの下
端にあり、第２のグリップは、前記第１のグリップと前記フックの間に介在することを特
徴とする請求項１に記載の魚鉤竿。
【請求項４】
　前記魚鉤竿は、２つのシャフトグリップを備え、第１のグリップは、前記シャフトの下
端にあり、第２のグリップは、前記第１のグリップと前記フックの間に介在することを特
徴とする請求項２に記載の魚鉤竿。
【請求項５】
　前記フックは、Ｕ字状であり、ハブに堅く取り付けられた基部の端を持ち、
　前記ハブは、前記第１の配置と前記第２の配置との間で、車軸ボルトに沿って回動でき
、
　前記車軸ボルトは、前記シャフトの先端に取り付けられたハブ筐体に、回動可能に配設
されたことを特徴とする請求項１に記載の魚鉤竿。
【請求項６】
　前記フックは、Ｕ字状であり、ハブに堅く取り付けられた基部の端を持ち、
　前記ハブは、前記第１の配置と前記第２の配置との間で、車軸ボルトに沿って回動でき
、
　前記車軸ボルトは、前記シャフトの先端に取り付けられたハブ筐体に、回動可能に配設
されたことを特徴とする請求項２に記載の魚鉤竿。
【請求項７】
　前記フックは、Ｕ字状であり、ハブに堅く取り付けられた基部の端を持ち、
　前記ハブは、前記第１の配置と前記第２の配置との間で、車軸ボルトに沿って回動でき
、
　前記車軸ボルトは、前記シャフトの先端に取り付けられたハブ筐体に、回動可能に配設
されたことを特徴とする請求項３に記載の魚鉤竿。
【請求項８】
　前記パッドは、前記フックの先端が中に刺さる中心穴を持つグロメットを備えることを
特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の魚鉤竿。
【請求項９】
　前記魚鉤竿は、前方に突き出た段部を備え、
　前記段部は、魚を引き上げるときに前記フックが通常受ける力に対して、前記フックを
支えることを特徴とする請求項１に記載の魚鉤竿。
【請求項１０】
　前記シャフトは、中が空洞であり、
　前記ハブは、形成された円盤であり、２つの間隔をあけて放射状に設けられた穴が形成
され、
　前記穴は、ロック用ピンを非拘束的に受けられる大きさであり、
　前記ピンは、軸方向に配置され、かつ、前記ハブの周縁に向かって付勢され、そのピン
は、シャフトの空洞中で軸方向にのみ動くことができ、
　前記ピンが前記ハブにおける放射状の穴のいずれかで配置されるとき、前記ハブ、ひい
ては前記フックは、所定の位置でロックされ、
　前記放射状の穴は、中間の状態ではなく、開いた又は閉じた配置のいずれかで前記フッ
クがロックされるように配置されることを特徴とする請求項５に記載の魚鉤竿。
【請求項１１】
　前記シャフトは、中が空洞であり、
　前記ハブは、形成された円盤であり、２つの間隔をあけて放射状に設けられた穴が形成
され、
　前記穴は、ロック用ピンを非拘束的に受けられる大きさであり、
　前記ピンは、軸方向に配置され、かつ、前記ハブの周縁に向かって付勢され、そのピン
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は、シャフトの空洞中で軸方向にのみ動くことができ、
　前記ピンが前記ハブにおける放射状の穴のいずれかで配置されるとき、前記ハブ、ひい
ては前記フックは、所定の位置でロックされ、
　前記放射状の穴は、中間の状態ではなく、開いた又は閉じた配置のいずれかで前記フッ
クがロックされるように配置されることを特徴とする請求項６に記載の魚鉤竿。
【請求項１２】
　前記シャフトは、中が空洞であり、
　前記ハブは、形成された円盤であり、２つの間隔をあけて放射状に設けられた穴が形成
され、
　前記穴は、ロック用ピンを非拘束的に受けられる大きさであり、
　前記ピンは、軸方向に配置され、かつ、前記ハブの周縁に向かって付勢され、そのピン
は、シャフトの空洞中で軸方向にのみ動くことができ、
　前記ピンが前記ハブにおける放射状の穴のいずれかで配置されるとき、前記ハブ、ひい
ては前記フックは、所定の位置でロックされ、
　前記放射状の穴は、中間の状態ではなく、開いた又は閉じた配置のいずれかで前記フッ
クがロックされるように配置されることを特徴とする請求項７に記載の魚鉤竿。
【請求項１３】
　前記ハブは、環状で同心のスペースが形成され、
　前記スペースは、ねじれバネが中に配置され、
　前記ねじれバネは、前記放射状の穴を前記ピンと一直線にするために、前記ハブを付勢
し、
　前記放射状の穴は、前記第１の配置の状態にある前記フックに対応することを特徴とす
る請求項１０に記載の魚鉤竿。
【請求項１４】
　前記ハブは、環状で同心のスペースが形成され、
　前記スペースは、ねじれバネが中に配置され、
　前記ねじれバネは、前記放射状の穴を前記ピンと一直線にするために、前記ハブを付勢
し、
　前記放射状の穴は、前記第１の配置の状態にある前記フックに対応することを特徴とす
る請求項１１に記載の魚鉤竿。
【請求項１５】
　前記ハブは、環状で同心のスペースが形成され、
　前記スペースは、ねじれバネが中に配置され、
　前記ねじれバネは、前記放射状の穴を前記ピンと一直線にするために、前記ハブを付勢
し、
　前記放射状の穴は、前記第１の配置の状態にある前記フックに対応することを特徴とす
る請求項１２に記載の魚鉤竿。
【請求項１６】
　前記魚鉤竿は、軸方向に動くケーブルを備え、
　前記ケーブルは、前記シャフトの空洞に配置され、かつ、前記ピンに繋げられ、
　前記ケーブルが後方、すなわち前記シャフトの下端に向かって引っ張られるとき、前記
ケーブルは、前記ハブから前記ピンを引き抜き、どちらか一方の方向に回動させて前記ハ
ブを解除することを特徴とする請求項１０に記載の魚鉤竿。
【請求項１７】
　前記魚鉤竿は、軸方向に動くケーブルを備え、
　前記ケーブルは、前記シャフトの空洞に配置され、かつ、前記ピンに繋げられ、
　前記ケーブルが後方、すなわち前記シャフトの下端に向かって引っ張られるとき、前記
ケーブルは、前記ハブから前記ピンを引き抜き、どちらか一方の方向に回動させて前記ハ
ブを解除することを特徴とする請求項１１に記載の魚鉤竿。
【請求項１８】
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　前記魚鉤竿は、回動可能に前記シャフトに取り付けられたレバーを備え、
　前記レバーの一方の脚部は、前記ケーブルに繋がっており、
　前記レバーの他方の脚部は、ユーザの指で容易に押せる押しボタンであり、
　前記押しボタンへ若干の力を加えることで、前記ハブから前記ピンを解除するために、
前記ケーブルに十分な後方への張力を加えることを特徴とする請求項１６に記載の魚鉤竿
。
【請求項１９】
　前記魚鉤竿は、回動可能に前記シャフトに取り付けられたＬ字状のレバーを備え、
　前記レバーの一方の脚部は、前記ケーブルに繋がっており、
　前記レバーの他方の脚部は、ユーザの指で容易に押せる押しボタンであり、
　前記押しボタンへ若干の力を加えることで、前記ハブから前記ピンを解除するために、
前記ケーブルに十分な後方への張力を加えることを特徴とする請求項１７に記載の魚鉤竿
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的な魚鉤竿（下記のように定義される）、特に、フックの先端との不注
意な接触による怪我を防ぐために、フックの鋭い先端をブロックできるよう、選択的に鉤
竿のシャフトを折り畳むことができるフックを有する魚鉤竿に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここで使われる用語の「魚鉤竿」又は「鉤竿」は、鋼製又はこれと同等に頑丈であって
、一般にＵ字状であるフックに関係する。フックは、尖っている端を有し、通常は返しが
付く。フックは、一般に細長いシャフトに取り付けられ、大きな魚の陸揚げに使われる。
【０００３】
　フックを有する鉤竿には、明らかな効果がある。フックは、フックの先端をブロックす
るために、選択的に、かつ、しっかりと鉤竿のシャフトに折り畳むことができる。最も大
きな効果は、フックがしっかりと折られているとき、誰かがうっかりとフックの先端に突
き刺されるか、又はフックの先端にこすりつけて怪我をする機会が、事実上ゼロにまで減
少することである。他の効果として、フックの先端が人間の肉以外のものに引っかかるの
を防ぐことが挙げられる。本発明の他の効果と特性は、以下の本文を読むことで、容易に
認識されるであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、フックの先端をブロックするために、選択的に、かつ、しっかりと鉤
竿のシャフトに折り畳むことができるフックを有する鉤竿を提供することである。本発明
の更なる目的は、２つの配置を持つフックと、２つの配置が目的物を引き上げるために開
いた状態と、安全のために閉じた状態であり、両方の配置でフックをロックするための機
構と、どちらの配置からでもフックを解除するためのボタンと、開いた配置となるように
フックを推進するための付勢手段とを備える鉤竿を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この文書で述べられるか、又は意味されるこれらの目的や他の目的は、細長いシャフト
と、尖った魚用フックと、フックをロックするための機構と、フックを解除するためのボ
タンとを備える魚鉤竿によって達成される。尖った魚用フックは、シャフトの一端に回動
自在に取り付けられ、かつ、２つの配置を有し、第１の配置は、目的物を引き上げるため
にフックが開いている状態であり、第２の配置は、安全のためにフックの先端をブロック
するようフックがシャフトに折り畳まれる状態である。機構は、どちらの配置からでもフ
ックを解除可能にロックする。ボタンは、どちらの配置からでもフックを解除する。望ま
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しくは、鉤竿は、開いた配置に向かってフックを推進するための付勢手段を更に備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１乃至図９を参照して、本発明の魚鉤竿は、細長い中空のシャフトを備えることを説
明する。シャフトは、望ましくは、しかし、必然的にではなく、直線的に一列に並べられ
る２つの部分２Ａ、２Ｂと、シャフトの先端に回動可能に取り付けられた魚用フック４と
を有する。シャフトも、望ましくは、２つのグリップ６、８を備える。第１のグリップは
、シャフトの下端、すなわち、フックと反対側のシャフトの端にあり、第２のグリップは
、第１のグリップと魚用フックの間に介在する。
【０００７】
　魚用フックは、Ｕ字状であり、フックハブ９に堅く取り付けられた基部の端（尖った端
の反対側）を有する。フックハブ９は、閉じた配置（図２参照）と、開いた配置（図１参
照）との間で、車軸ボルト１１に沿って回動できる。車軸ボルト１１は、シャフトの先端
に取り付けられたハブ筐体１０に、回動できるように配設される。
【０００８】
　フックとシャフトの下端の間に介在するものは、押しボタン筐体１２である。押しボタ
ン筐体１２は、シャフトを望ましい２つの部分に分離する。望ましくは、図に示されてい
るように、押しボタン筐体は、第２のグリップ８の下端側と直接隣合う。
【０００９】
　図２、図６及び図９によく示されるように、フックが閉じた配置のとき、フックの先端
は、例えば、弾力的なゴムやパッドに接触して配設される。パッドは、望ましくは、フッ
クの先端が中に刺さる中心穴１６を有するグロメット１４である。パッド又はグロメット
は、計画的に配置された穴に取り付けられる。配置された穴は、中空のシャフトの前方部
分２Ｂに設けられる。
【００１０】
　図９によく示されるように、ハブ筐体１０は、前方に突き出た段部１８を備える。段部
１８は、フックが開いた状態のときにフックをぴったりと収め、かつ、魚を引き上げると
きにフックが通常受ける力に対してフックを支える。
【００１１】
　図１０乃至図１３、図１７及び図１８を参照すると、ハブは、２つの間隔をあけて放射
状に設けられた穴２０Ａ、２０Ｂを設けるのに十分な厚みで形成された円盤である。穴２
０Ａ、２０Ｂは、ロック用ピン２２を非拘束的に受けられる大きさに設定される。ロック
用ピン２２は、軸方向に配置され、かつ、望ましくは圧縮スプリング２４によって、ハブ
の周縁に向かって付勢される。
【００１２】
　動作において、ピンは、鉤竿のシャフトに対して軸方向にのみ動くことができる。ピン
が、ハブ周縁の穴２０Ａ、２０Ｂのいずれかに配置されたとき、ハブ、ひいてはフックが
所定の位置でロックされる。周縁の穴は、中間の状態ではなく、開いた状態又は閉じた状
態のいずれかでフックをロックするように、計画的に配置される。
【００１３】
　以下に説明するように、ピンは、ボタン筐体１２に配置されたボタン２６をユーザが押
すことで、周縁の穴から選択的に引き抜かれる。ピン２２とボタン２６の間で稼働する連
結部は、ケーブル２８である。ピンは、軸方向の中心孔３０と、スエージ３４を収容でき
るスエージ室３２とによって特徴づけられる。ケーブルの前方側の端は、中心孔３０を通
って伸びる。スエージ３４は、ケーブルの前方側の端を引っ張り、ケーブルの前方側の端
をピンに固定する。
【００１４】
　図１０乃至図１３、図１７及び図１８を再び参照すると、フックハブ９は、環状で同心
のスペース３６が形成される。ねじれバネ３８は、スペース３６の中に配置される。ねじ
れバネ３８の一方の端は、スペース３６の内部にある、ハブに設けられた横溝に嵌められ
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る。ねじれバネ３８の他方の端は、ハブ筐体１０に設けられた溝又は穴に嵌められる。ね
じれバネは、ロック用ピン２２と周縁の穴２０Ａが一直線となるように、ハブを付勢する
ために設置される。言い換えると、バネは、フックが開いた配置となるように、フックを
付勢する。
【００１５】
　図８、図１４乃至図１６に示されるように、押しボタン２６は、望ましくは、Ｌ字状の
レバー４０の欠かすことのできない部分であることを説明する。レバー４０の一方の脚部
は、引っ張られたスエージ４２によって、ケーブル２８と繋がる。スエージ４２は、この
脚部に設けられた孔に詰められる。逆の脚部は、押しボタン２６であり、かつ、レバーは
、ピン４４によって、脚部同士の接点で回動する。ピン４４は、筐体１２に回動可能に配
設される。
【００１６】
　図１４及び図１５は、ボタンが押されたとき（図１４参照）、及びボタンが離された又
は押されていないとき（図１５参照）のケーブルの動作を示す。図に示すように、ボタン
が押されるとき、ケーブルは、後方、又は後部の方向に引っ張られる。これによって、フ
ックハブを解除するためにピン２２は後方に引っ張られる。ねじりバネは、フックが開い
た配置となるように、フックを回動させる。
【００１７】
　フックを閉じるために、ボタンは再び押される。ユーザは、フックの先端がグロメット
１４に設置されるまで、フックを閉じる。また、ユーザは、穴２０Ａに設置されたロック
用ピンを同様に解除するボタンを離すことで、その結果、閉じた位置でフックがロックさ
れる。
【００１８】
　図に示されるように、ケーブルは、望ましくは、さや４６を有する。さや４６は、ケー
ブルを導くために、かつ、シャフトに対して揺れ動くことを防ぐために、中空のシャフト
の中にある挿入物４８で使われる。
【００１９】
　上記説明及び図面は、例示だけを目的として与えられる。本発明は、開示される実施例
に限定されないこと、しかし、請求項によって定められる発明の範囲に含まれる、ありと
あらゆる代替物、均等物、改良されたもの、要素を再配列されたものを含むことは当然で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】折り畳まれていない配置である開いた状態のフックを持つ、本発明に係る鉤竿の
側面の平面図。
【図２】折り畳まれている配置である閉じた状態のフックを持つ、本発明に係る鉤竿の側
面の平面図。
【図３】図１のフックの詳細図。
【図４】図1の押しボタンに係る組立部の詳細図。
【図５】折り畳まれていない配置である開いた状態のフックを持つ、本発明に係る鉤竿の
絵画図。
【図６】折り畳まれており配置であり閉じた状態のフックを持つ、本発明に係る鉤竿の絵
画図。
【図７】図５のフックの詳細図。
【図８】図６の押しボタンに係る組立部の詳細図。
【図９】シャフトの先端部分の詳細図。
【図１０】明確にするためにいくつかの部品を除いた、シャフトの先端及び開いた状態の
フックの絵画図。
【図１１】明確にするためにいくつかの部品を除いた、シャフトの先端及び閉じた状態の
フックの絵画図。
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【図１２】バネハブから出されたねじれバネを有するフック機構の詳細図。
【図１３】押しボタンを落し下げることによってハブから引き抜かれるフックロック用ピ
ンを持つフック機構の詳細図。
【図１４】押し下げられ、筐体の外にある状態の押しボタンの詳細図。
【図１５】押し下げられておらず、筐体の外にある状態の押しボタンの詳細図。
【図１６】押しボタンと周囲の部品の部分的な断面図。
【図１７】開いた状態のフック及びフックと関連した機構の部分的な断面図。
【図１８】閉じた状態のフック及びフックと関連した機構の部分的な断面図。
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【図６】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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